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そ
の
後
、
衣
装
道
具
等
を
整
備
し
な

が
ら
活
動
を
続
け
て
き
ま
し
た
が
、
高

度
経
済
成
長
期
に
入
り
、
若
者
の
郷
土

離
れ
等
に
よ
り
活
動
が
再
び
中
断
し
ま

し
た
。

　
昭
和
62
年
２
月
、
中
郷
地
区
集
落
構

造
改
善
セ
ン
タ
ー
の
落
成
を
機
に
田
植

え
踊
り
を
復
活
さ
せ
、
現
在
に
至
っ
て

い
ま
す
。

■
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
や
活
動
に
つ
い

て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
保
存
会
は
、
田
植
え
踊
り
の
舞
手
や

囃
子
な
ど
の
男
性
15
名
、
手
伝
い
の
女

性
３
名
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
中
郷
八
幡
神
社
の
祭
典
の
際
に
は
、

子
ど
も
神
輿
の
メ
ン
バ
ー
な
ど
に
声
を

か
け
て
仲
間
づ
く
り
を
し
て
き
ま
し

た
。
40
代
の
参
加
者
も
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。

　
昭
和
62
年
の
復
活
か
ら
は
、
中
郷
八

幡
神
社
の
祭
典
、
新
築
の
家
、
国
井
ク

リ
ニ
ッ
ク
様
、
天
狗
ラ
ー
メ
ン
様
な
ど

で
舞
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ

の
他
、
出
産
祝
い
、
地
固
め
、
庭
を
直

し
た
な
ど
の
お
祝
い
で
も
舞
わ
せ
て
い

た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
練
習
は
、
中
郷
八
幡
神
社
の
祭
典
の

日
程
に
合
わ
せ
て
設
定
し
て
い
ま
す
。

今
年
は
４
月
26
日
が
お
祭
り
の
日
な
の

■
中
郷
田
植
踊
の
由
来
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

　
中
郷
田
植
踊
は
、
江
戸
時
代
中
期
か

ら
行
わ
れ
、
そ
の
当
時
は
豊
作
を
願
う

素
朴
な
踊
り
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
大
正
期
に
な
る
と
、
正

月
に
は
村
内
を
巡
り
、
地
鎮
祭
な
ど
で

も
舞
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
戦
時
中
は
、
舞
手
の
青
年
が
い
な
く

な
り
途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、
戦
後
、

昭
和
23
年
に
青
年
団
の
有
志
が
伝
承

し
、
中
郷
八
幡
神
社
祭
典
、
中
郷
住
吉

稲
荷
大
明
神
祭
典
で
の
奉
納
や
地
区
内

行
事
等
に
参
加
し
披
露
し
て
き
ま
し

た
。

で
、
４
月
の
水
曜
日
と
土
曜
日
の
夜
に

練
習
を
行
い
ま
し
た
。

　
踊
り
は
、
１
メ
ー
ト
ル
四
方
で
踊
る

こ
と
が
で
き
、上
下
の
動
き
が
大
き
く
、

前
後
左
右
の
動
き
が
小
さ
い
の
が
特
徴

で
す
。
一
回
の
踊
り
に
か
か
る
時
間
は

15
分
ほ
ど
で
す
。

　
中
郷
八
幡
神
社
の
祭
典
時
に
は
、
５

～
６
カ
所
で
舞
っ
て
い
ま
す
。

　
衣
装
な
ど
の
道
具
類
は
、
昭
和
43
年

に
、
中
郷
地
区
や
土
地
改
良
区
な
ど
の

協
力
で
揃
え
て
い
た
だ
い
た
も
の
を
補

修
し
な
が
ら
現
在
も
使
用
し
て
い
ま

す
。

中郷田植踊保存会特 集

今回は、中郷地区で江戸時代中期から伝承している
「中郷田植踊」保存会の方にお話を伺いました。 

新居を祝う伝統の舞新居を祝う伝統の舞
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■
楽
し
い
こ
と
や
大
変
な
こ
と
は
な
ん

で
す
か
。

　
以
前
は
、
寒
河
江
ま
つ
り
（
ふ
る
さ

と
芸
能
ま
つ
り
）
や
稲
作
芸
能
大
会
、

民
俗
芸
能
大
会
な
ど
へ
参
加
し
て
お

り
、
特
に
国
道
２
８
７
号
線
の
簗
瀬
橋

開
通
時
や
チ
ェ
リ
ー
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン

時
の
セ
レ
モ
ニ
ー
に
参
加
で
き
た
こ
と

は
と
て
も
名
誉
な
こ
と
で
し
た
。

　
現
在
、
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く

は
会
社
勤
め
で
す
。
多
く
の
事
業
に
参

加
す
る
こ
と
が
大
変
と
な
っ
て
き
て
お

り
、
中
郷
八
幡
神
社
の
祭
典
と
、
同
日

に
新
築
の
家
と
国
井
ク
リ
ニ
ッ
ク
様
、

天
狗
ラ
ー
メ
ン
様
で
奉
納
す
る
こ
と
に

絞
っ
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

■
今
後
の
活
動
、
後
継
者
の
育
成
は
ど

う
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

　

中
郷
地
区
の
若
い
人
に
は
、
じ
い

ち
ゃ
ん
が
踊
り
手
だ
っ
た
と
い
う
方
も

多
く
、
抵
抗
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
若
い
世
代
は
忙
し
く
、
練
習
へ

の
参
加
が
難
し
い
と
考
え
て
い
る
人
が

多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
も
、
今
ま
で
じ
い
ち
ゃ
ん
や

先
輩
が
残
し
て
き
た
田
植
え
踊
り
を
、

後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
使
命
と
感

じ
て
い
ま
す
。
今
、
参
加
し
て
い
る
若

い
世
代
が
活
動
を
継
続
し
て
い
く
中

で
、
よ
り
多
く
の
人
が
一
緒
に
守
っ
て

い
き
た
い
と
思
え
る
よ
う
に
、
今
後
も

田
植
え
踊
り
を
伝
承
し
て
い
き
ま
す
。

　
毎
年
神
々
に
踊
り
を
奉
納
し
、
豊
作

を
祈
り
、
地
域
の
繁
栄
を
築
い
て
い
る

中
郷
田
植
踊
保
存
会
の
皆
さ
ん
、
貴
重

な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

伝
統
芸
能
や
地
域
の
お
祭
り
の
意
味
を

考
え
る
良
い
機
会
に
な
り
ま
し
た
。

▼
田
植
え
踊
り
と
は
？

　
お
面
を
つ
け
て
踊
る
弥
十
郎
系
（
日

和
田
地
区
が
保
存
）
と
テ
デ
棒
系
（
中

郷
田
植
踊
）
が
あ
り
ま
す
。
テ
デ
棒
系

は
、
テ
デ
衆
が
持
つ
テ
デ
棒
を
振
り
、

お
供
で
あ
る
神
々
の
早
乙
女
達
に
次
々

と
作
業
を
指
図
し
、
順
調
な
稲
作
の
形

態
を
演
じ
さ
せ
る
も
の
で
す
。
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　定例会・臨時会で審査した議案のうち、特に皆さんに知っておいてほしいことをピックアップします。

※金額は、１万円未満を四捨五入して表記しています。

ここ ががポイント
第第１回臨時会 ・ 第回臨時会 ・ 第２回臨時会 ・ 回臨時会 ・ ３月定例会月定例会
（（  1月月23日日 //1日間）　　　　  （ 日間）　　　　  （ 2月月18日日 //1日間）　 （ 日間）　 （ 2月月27日～日～３月月19日日 //21日間）日間）

令和令和８年年

令 和 ８ 年 度 予 算

民生費
32.3％
民生費
32.3％

総務費
18.4％
総務費
18.4％

一般会計歳出
（目的別）
一般会計歳出
（目的別）

医療や介護、子育て
等に使われる費用。
医療や介護、子育て
等に使われる費用。

建設関係の他
除雪も
この項目です。

建設関係の他
除雪も
この項目です。

市民税や固定資産税
等、私達が納付して
いるお金です。

市民税や固定資産税
等、私達が納付して
いるお金です。

使用目的が
決められている
お金です。

使用目的が
決められている
お金です。

各自治体の財力や規模
に応じて国から交付
されます。

各自治体の財力や規模
に応じて国から交付
されます。

商工関係の他
観光振興も
この項目です。

商工関係の他
観光振興も
この項目です。

支出

収入
一般会計
歳入
一般会計
歳入

教育費
10.9％
教育費
10.9％

土木費
12.5％
土木費
12.5％

農林水産業費
2.6％
農林水産業費
2.6％

その他
1.0％
その他
1.0％

市税
22.7％
市税
22.7％

寄附金
6.2％
寄附金
6.2％

自主
財源
42.9％

自主
財源
42.9％

依存
財源
57.1%

依存
財源
57.1%

諸収入・その他
14.0％
諸収入・その他
14.0％

地方交付税
地方特例交付金
20.9％

地方交付税
地方特例交付金
20.9％

国庫支出金
14.9％
国庫支出金
14.9％

県支出金
8.1％
県支出金
8.1％

その他
5.7％
その他
5.7％市債

7.5％
市債
7.5％

消防費
4.3％
消防費
4.3％

商工費
4.6％
商工費
4.6％公債費

6.2％
公債費
6.2％

衛生費
7.2％
衛生費
7.2％

寒河江市の令和８年度予算を可決
議第10号～議第18号

　一般会計や市立病院事業会計、
国民健康保険特別会計など、市
長から寒河江市の令和８年度予
算案が提案され、本会議及び予
算特別委員会で審査しました。
その結果、全ての予算案が提案
どおり可決されました。

一般会計当初予算 　242億円 対前年度比	 7億3000万円
	 3.1％増

主な事業会計 収　入 支　出

市立病院
事業会計

収益的 21億2000万円 22億4000万円

資本的  2億3470万円   2億9933万円

水道事業
会　　計

収益的 10億7839万円  10億4578万円

資本的  2億1875万円   4億8664万円

主な特別会計 収　支

国民健康保険特別会計 38億3377万円

介護保険特別会計 45億7661万円
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住民向けの寒河江市公式アプリ
〇 情報システム費　情報化推進事業　7419万円

　分散していた情報を集約し、分かりやすく効果的な情報伝達を図るため、住民向け自治体ポー
タルアプリを構築するもの。

【こんな質疑が行われました】
Ｑ．�ポータルアプリの概略は。
Ａ．�まずは現状あるアプリをまとめるという考え方になります。今

年度につきましては、マイナンバーカードの情報をアプリに格
納し、イベントや会議の受付等に利用する予定です。さらに、
アプリから電子申請も行えるような形で考えております。また、
将来的には町内会における回覧や市からの個別の通知ができる
よう検討してまいります。

市街地へのツキノワグマ出没防止のための補助
〇 市民生活対策事業費　市街地指定管理鳥獣出没対策事業　330万円

　指定管理鳥獣（主に熊）の市街地への出没抑制を図るための補助金の創設および緊急銃猟に係
る経費を計上するもの。

【こんな質疑が行われました】
Ｑ．�補助金の詳細は。 
Ａ．�主に不要果樹の伐採と緩衝帯の整備が対象となります。不要果樹の伐採については、主にツ

キノワグマの市街地への出没の抑制を図ることを目的としていることから、最寄りの住宅か
ら半径200ｍ以内にある不要果樹であることなどが要件となっています。

　　�緩衝帯整備については、住宅地や通学路等での鳥獣の移動経路や潜み場になるやぶや雑木林
の刈り払いを支援するものです。事業主体が自治会であることや緩衝帯整備後３年以上継続
して維持管理を行うことなどが要件となっています。

各種証明書がコンビニで取得可能に
〇 情報システム費　住民情報電算処理事業　8569万円 

　市民の利便性向上を目的として、各種証明書等のコンビニ交付を始めるため、システム構築業
務の委託等を行うもの。

５歳児健診の対象を全児童に拡充
〇 衛生総務費　乳幼児健康診査事業　748万円 

　乳幼児の疾病等の早期発見や早期治療と育児支援のため毎月１回、３か月児、９か月児、１歳
６か月児、３歳児の健康診査を実施。また、５歳児健診について、市内外の小児科医の協力を得
て、令和８年度からは全児童を対象に実施するもの。

【こんな質疑が行われました】
Ｑ．�５歳児健診について、全児童を対象とするとのことだが、健診の内容は。
Ａ．�初めに、保健師から指示された動作ができるか、問いかけに答えられるか等の確認があり、

その後小児科医の診察を受けていただきます。令和７年度は希望者を対象としていましたが、
令和８年度からは全児童を対象としました。
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指 定 管 理 者 の 指 定

園路整備により安全に多目的運動広場へ
〇 都市再生整備費　都市構造再編集中支援事業　９億円

　寒河江公園多目的運動広場整備費と寒河江公園線の拡張工事を行うもの。

【こんな質疑が行われました】
Ｑ．�寒河江公園多目的運動広場整備と寒河江公園線の拡張工事

の具体的な内容は。
Ａ．�現陸上競技場にサッカーフィールドと400メートルトラック

を敷設するような工事となります。また、広場全体を防球
ネットで囲み、夜間でも使えるような照明も設置してまい
ります。寒河江公園線の拡張工事につきましては、現道の
脇に約2.5メートルの園路（歩道）を整備し、利用者の安全
な歩行空間を確保いたします。

寒河江市柴橋地区コミュニティセンターの管理運営のため、指定管理者を指定するもの。 
　【指定団体】特定非営利活動法人　しばはし地域づくり委員会
　【指定期間】令和８年４月１日から令和11年３月31日まで（３年間）

【こんな質疑が行われました】
Ｑ．�指定管理料3500万円の妥当性は。
Ａ．�現在市が行っている管理に係る経費をベースに算定しています。人件費や施設管理に関する

費用に加え、これから実施するであろう自主的な活動に関する費用なども見込んだ形で算出
しており、指定管理者審査選定委員会の審査においても、妥当であろうということで予算計
上しています。

鳥獣被害対策実施隊員の出動手当を拡充
〇 農業振興費　有害鳥獣被害防止対策事業　501万円

　鳥獣被害対策実施隊の捕獲活動において、出動手当を拡充し処遇改善を行い、増加する有害鳥
獣による農作物被害等の防止を図るもの。

【こんな質疑が行われました】
Ｑ．出動手当の拡充ということだが、その内容は。
Ａ．�下記表のとおり。　　　　　　　　　　　　

調　査 見回り 捕　獲 処　分

令和７年度まで 2000円 2000円 5000円

令和８年度以降 5000円 2000円
(熊の場合3000円) 5000円 5000円

※一人当たり

多目的運動広場イメージ図多目的運動広場イメージ図

柴橋地区コミュニティセンターに指定管理者制度を導入
議第24号　寒河江市柴橋地区コミュニティセンターに係る指定管理者の指定について
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令 和 ８ 年 第 １ 回 臨 時 会
議案番号 議　　案　　名 採決結果 議案番号 議　　案　　名 採決結果

議第１号 令和７年度寒河江市一般会計補正予算（第
11号）

可決
（全会一致）

令 和 ８ 年 第 ２ 回 臨 時 会
議案番号 議　　案　　名 採決結果 議案番号 議　　案　　名 採決結果

承認
第１号

専決処分の承認を求めることについて（令
和７年度寒河江市一般会計補正予算（第12
号））

承認
（全会一致） 議第３号 第７次寒河江市振興計画基本計画の策定に

ついて
可決

（全会一致）

議第２号 令和７年度寒河江市一般会計補正予算（第
13号）

可決
（全会一致）

令 和 ８ 年 ３ 月 定 例 会
議案番号 議　　案　　名 採決結果 議案番号 議　　案　　名 採決結果

議第４号 寒河江市教育委員会委員の任命について 同意
（全会一致） 議第17号 令和８年度寒河江市下水道事業会計予算 可決

（全会一致）

議第５号 令和７年度寒河江市一般会計補正予算（第
14号） 

可決
（全会一致） 議第18号 令和８年度寒河江市立病院事業会計予算 可決

（全会一致）

議第６号 令和７年度寒河江市国民健康保険特別会計
補正予算（第２号） 

可決
（全会一致） 議第19号 寒河江市課制条例の一部改正について 可決

（全会一致）

議第７号 令和７年度寒河江市後期高齢者医療特別会
計補正予算（第１号） 

可決
（全会一致） 議第20号 寒河江市一般職の職員の給与に関する条例

の一部改正について 
可決

（全会一致）

議第８号 令和７年度寒河江市介護保険特別会計補正
予算（第３号） 

可決
（全会一致） 議第21号

一般職の職員の旅費に関する条例及び特別
職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費
弁償に関する条例の一部改正について 

可決
（全会一致）

議第９号 令和７年度寒河江市立病院事業会計補正予
算（第２号） 

可決
（全会一致） 議第22号

寒河江市家庭的保育事業等の設備及び運営
に関する基準を定める条例等の一部改正に
ついて 

可決
（全会一致）

議第10号 令和８年度寒河江市一般会計予算 可決
（全会一致） 議第23号 寒河江市中心市街地活性化センターの設置

及び管理に関する条例の一部改正について 
可決

（全会一致）

議第11号 令和８年度寒河江市国民健康保険特別会計
予算 

可決
（全会一致） 議第24号 寒河江市柴橋地区コミュニティセンターに

係る指定管理者の指定について 
可決

（全会一致）

議第12号 令和８年度寒河江市後期高齢者医療特別会
計予算 

可決
（全会一致） 議第25号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策

定について 
可決

（全会一致）

議第13号 令和８年度寒河江市介護保険特別会計予算 可決
（全会一致） 議第26号 令和７年度寒河江市一般会計補正予算（第

15号） 
可決

（全会一致）

議第14号 令和８年度寒河江市介護認定審査会共同設
置特別会計予算 

可決
（全会一致） 議第27号 令和８年度寒河江市一般会計補正予算（第

１号） 
可決

（全会一致）

議第15号 令和８年度寒河江市財産区特別会計（高松、
醍醐、三泉）予算 

可決
（全会一致）

議第16号 令和８年度寒河江市水道事業会計予算 可決
（全会一致）

提出議案等と採決結果
令和８年第１回臨時会
令和８年第２回臨時会
令和８年３月定例会

可決・否決……一般議案、予算等
同意・不同意…人事案件等
認定・不認定…決算議案等
承認・不承認…専決処分議案等
採択・不採択…請願・陳情

令和８年第１回臨時会・第２回
臨時会・３月定例会の議案等は
こちらから

山形県立河北病院と寒河江市立病院の統合に伴う透析施設の維持・継続に関す
る請願 
請 願 者：特定非営利活動法人山形県腎友会　会長　本田一雄 
紹介議員：安孫子義徳、佐藤政人、太田陽子、佐藤耕治

【請願概要】
　・人工透析の病床数及び診療体制を現在と同等以上に維持すること 
　・合併症や重症化に対応できる高度な透析医療機能を、公的責任に
　　おいて継続すること
　・現在の立地条件や送迎体制を維持・拡充すること 

　この請願は賛成多数で
採択しました。
　また、執行機関に送付
し、その処理の経過及び
結果の報告を求めました。

請 願
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太太お
お
お
お

田田たた  

芳芳よ
し
よ
し

彦彦ひ
こ
ひ
こ  

議
員
議
員

市…市長答弁　　教…教育長答弁

地震の爪痕（２ｍの段差）地震の爪痕（２ｍの段差）

財政　 質問者 社会・暮らし　 質問者

山形県立河北病院及び寒河江市立病院の統合再編・新病院整備 後藤 町会長・役員のなり手不足と地域運営の持続可能性 安孫子

多目的運動広場（新陸上競技場）等整備とスポーツ振興 渡邉 世帯数が少ない町会の合併について 安孫子

西村山消防本部体制拡充と消防団組織の充実強化 渡邉 教育　 質問者

防災　 質問者 義務教育の完全無償化に向けて 太田(陽)

 災害（地震・火災）について 太田(芳) 学校の校内環境について 月光

 公共施設における防災設備の増強を 太田(陽) 教育問題 荒木

 地域防災の強化を 太田(陽)

災
害
の
検
証
と

今
後
の
対
応
は

　
令
和
６
年
１
月
に
石
川
県
能
登
地
方

の
大
地
震
、
同
年
11
月
に
大
分
県
佐
賀

関
で
大
規
模
火
災
が
発
生
し
、
全
国
各

地
で
大
き
な
災
害
が
続
い
て
お
り
、
他

人
事
で
は
な
い
と
思
う
が
本
市
の
今
後

の
対
応
は
。

問
近
年
発
生
し
た
地
震
・
火
災
の
被
害

拡
大
に
対
す
る
検
証
を
踏
ま
え
た
市
長

の
所
見
と
本
市
の
今
後
の
対
応
は
。

市
被
害
拡
大
の
原
因
に
対
処
す
る
に
は
、

道
路
や
上
下
水
道
等
の
イ
ン
フ
ラ
強
化

対
策
、
空
き
家
対
策
、
高
齢
者
等
の
要

配
慮
者
に
係
る
避
難
対
策
等
に
ハ
ー

ド
・
ソ
フ
ト
両
面
か
ら
全
庁
的
に
取
り

組
む
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

問
災
害
時
の
救
助
・
救
護
機
能
を
補
完

す
る
自
主
防
災
組
織
の
本
市
の
組
織
率

は
。
ま
た
、
訓
練
等
の
活
動
状
況
は
。

市
令
和
７
年
12
月
末
現
在
、
２
０
５
町

会
の
う
ち
１
８
８
町
会
が
86
の
組
織
を

構
成
し
、
組
織
率
は
９
３
．
７
％
で
す
。

ま
た
、
70
の
組
織
が
防
災
訓
練
や
研
修

会
等
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

問
避
難
所
へ
の
各
種
備
品
の
備
蓄
状
況

及
び
空
調
設
備
の
整
備
状
況
は
。
ま
た
、

災
害
時
に
お
け
る
ト
イ
レ
の
課
題
に
対

す
る
本
市
の
対
応
は
。

市
食
料
、
飲
料
水
、
毛
布
等
を
計
画
的

に
備
蓄
し
て
い
ま
す
。
昨
年
度
は
、
市

民
体
育
館
へ
の
冷
風
機
配
備
、
指
定
避

難
所
で
あ
る
市
立
図
書
館
の
空
調
改
修

を
行
い
ま
し
た
。
仮
設
ト
イ
レ
の
迅
速

な
配
備
に
向
け
体
制
を
整
え
て
い
ま
す
。

Ｑ． 一般質問とはなんですか？
Ａ． �議員が市長や教育長などに対し、市政全般についての事務の執行状況

や施策の方針、課題などを質問することです。質問は事前に通告した
内容に沿って一問一答方式で行われます。
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後後ごご

藤藤と
う
と
う
健健け
ん
け
ん
一一い
ち
い
ち
郎郎ろ
う
ろ
う  

議
員
議
員

太太お
お
お
お

田田たた  

陽陽よ
う
よ
う

子子ここ  

議
員
議
員

建設から建設から5050年が経過した年が経過した
寒河江市立病院寒河江市立病院

小学１年生でそろえる小学１年生でそろえる
「さんすうぼっくす」「さんすうぼっくす」

Ｔ
Ｋ
Ｂ

Ｔ
Ｋ
Ｂ

▼▼��

避
難
所
で
重
要
と
さ
れ
る
「
ト
イ
レ
」、「
キ
ッ
チ
ン

避
難
所
で
重
要
と
さ
れ
る
「
ト
イ
レ
」、「
キ
ッ
チ
ン

（
食
事
）」、「
ベ
ッ
ド
（
睡
眠
）」
の
頭
文
字
を
と
っ

（
食
事
）」、「
ベ
ッ
ド
（
睡
眠
）」
の
頭
文
字
を
と
っ

た
言
葉
。

た
言
葉
。

義
務
教
育
の

完
全
無
償
化
に
向
け
て

問
物
価
高
騰
で
、
修
学
旅
行
の
交
通
費

や
宿
泊
費
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
負
担

の
増
大
に
補
助
を
。

教
家
庭
の
経
済
状
況
に
よ
る
子
ど
も
の

体
験
格
差
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
解
消
に
向
け
た
取
り
組
み
は
必
要
だ

と
考
え
ま
す
。
他
自
治
体
の
状
況
や
市

全
体
の
支
援
策
と
の
整
合
性
を
加
味
し

な
が
ら
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

問
小
学
校
の
入
学
時
に
必
要
な
算
数

セ
ッ
ト
な
ど
の
教
材
を
入
学
祝
に
。

教
タ
ブ
レ
ッ
ト
等
の
活
用
に
よ
る
教
材

費
の
見
直
し
も
ご
家
庭
の
負
担
軽
減
に

は
有
効
で
す
。
学
校
に
も
指
導
し
ま
す
。

本
市
で
は
、
様
々
な
子
育
て
支
援
を
実

施
し
て
い
ま
す
が
、
今
後
も
一
層
力
を

入
れ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し
」

避
難
所
の
拡
充
と
増
強
を

問
新
中
学
校
を
含
め
、
公
共
施
設
の
避

難
所
と
し
て
の
備
え
の
強
化
や
避
難
時

の
Ｔ
Ｋ
Ｂ
※
の
実
現
を
。

市
避
難
所
の
量
的
な
確
保
に
加
え
、
Ｔ

Ｋ
Ｂ
の
観
点
か
ら
質
の
向
上
を
図
り
ま

す
。
ま
た
、
電
源
の
確
保
や
空
調
対
策

な
ど
総
合
的
な
視
点
か
ら
課
題
整
理
を

行
い
、
避
難
所
に
お
け
る
生
活
環
境
の

改
善
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

問
災
害
時
、
学
校
施
設
（
調
理
施
設
）

を
利
用
し
、
温
か
い
食
事
の
提
供
の
実

現
を
。

市
温
か
い
食
事
は
、
避
難
者
に
心
身
と

も
に
活
力
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
す
。

有
事
の
際
、
炊
き
出
し
等
で
応
援
に
来

ら
れ
た
外
部
の
方
が
学
校
給
食
施
設
を

活
用
で
き
る
よ
う
、
教
育
委
員
会
と
連

携
し
体
制
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

問
現
在
決
ま
っ
て
い
る
統
合
中
学
校
と

病
院
の
整
備
事
業
か
ら
試
算
す
る
と
、

実
質
公
債
費
比
率
の
ピ
ー
ク
は
何
年
頃

に
迎
え
、
ど
の
程
度
に
な
る
想
定
か
。

市
新
中
学
校
整
備
の
借
入
金
償
還
が
実

質
公
債
費
比
率
に
最
大
の
影
響
を
与
え

る
の
は
令
和
16
年
度
と
考
え
ま
す
。
さ

ら
に
病
院
整
備
の
借
入
金
償
還
へ
の
繰

出
が
加
わ
る
令
和
18
年
度
が
ピ
ー
ク
と

な
り
最
大
18
％
と
想
定
し
て
い
ま
す
。

問
今
後
、
公
共
施
設
整
備
や
他
政
策
を

推
進
す
る
上
で
「
中
長
期
財
政
の
見
通

し
」
が
市
民
理
解
の
促
進
や
議
決
に
必

要
に
な
る
と
思
う
が
、
ど
う
考
え
る
か
。

市
健
全
な
財
政
運
営
の
た
め
、
中
長
期

の
財
政
見
通
し
を
把
握
す
る
こ
と
は
必

要
で
す
。
社
会
情
勢
等
の
変
化
と
の
乖

離
が
小
さ
く
、
正
確
性
を
備
え
た
も
の

を
お
示
し
で
き
る
か
、
他
自
治
体
の
状

況
等
を
踏
ま
え
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

相
次
ぐ
大
型
施
設
事
業
と

財
政
の
持
続
性

　
県
立
河
北
病
院
と
市
立
病
院
の
統
合

新
病
院
建
設
に
つ
い
て
、
物
価
上
昇
等

想
定
し
得
る
リ
ス
ク
を
考
慮
す
る
と
と

も
に
、
県
と
市
の
共
同
だ
か
ら
こ
そ
、

意
思
決
定
や
財
政
負
担
に
つ
い
て
市
民

の
理
解
が
よ
り
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

問
病
院
整
備
時
の
財
政
負
担
は
、
県

65
％
・
市
35
％
。
例
え
ば
費
用
が
上
振

れ
し
て
追
加
投
資
が
必
要
と
な
り
、
県

と
市
で
意
見
が
分
か
れ
た
場
合
は
、
ど

う
す
る
の
か
。

市
県
と
本
市
の
ど
ち
ら
か
が
最
終
判
断

を
行
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
多

く
の
皆
様
の
意
見
を
持
ち
寄
り
、
県
と

本
市
が
対
等
な
立
場
の
中
で
協
議
・
調

整
を
行
い
、
理
解
い
た
だ
け
る
事
業
と

な
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
ま
す
。
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録画映像は
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安安ああ

孫孫びび

子子ここ

義義よ
し
よ
し
徳徳の
り
の
り  

議
員
議
員

月月が
っ
が
っ
光光こ
う
こ
う  

裕裕ゆ
う
ゆ
う

晶晶し
ょ
う

し
ょ
う  

議
員
議
員

町
会
の
地
域
運
営
の

持
続
可
能
性

学
校
で
の
健
全
な

学
級
運
営
の
た
め
に

問
町
会
長
や
役
員
の
な
り
手
不
足
に
つ

い
て
、
市
と
し
て
現
状
を
ど
の
よ
う
に

把
握
さ
れ
て
い
る
の
か
。

市
町
会
長
連
合
会
が
実
施
し
た
ア
ン

ケ
ー
ト
で
は
、
回
答
の
あ
っ
た
１
５
６

町
会
の
う
ち
３
分
の
２
近
く
の
１
０
０

町
会
が
役
員
の
な
り
手
不
足
が
課
題
と

回
答
し
て
お
り
、
町
会
運
営
が
難
し
く

な
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

問
町
会
長
や
役
員
の
負
担
軽
減
の
支
援

を
、
市
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か
。

市
新
年
度
か
ら
開
発
予
定
の
ポ
ー
タ
ル

ア
プ
リ
な
ど
に
よ
り
、
市
政
情
報
の
提

供
を
拡
大
し
、
市
報
配
布
を
月
一
回
に

す
る
検
討
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
町
会

長
連
合
会
に
対
し
、
会
議
等
へ
の
出
席

に
つ
い
て
の
負
担
軽
減
を
働
き
か
け
ま

す
。

問
市
内
の
運
営
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な

い
学
級
の
現
状
は
。

教
学
級
経
営
上
困
難
を
抱
え
て
い
る
学

級
は
、
令
和
７
年
度
１
学
期
の
調
査
報

告
で
は
７
学
級
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

２
学
期
に
か
け
て
４
学
級
の
状
況
が
改

善
さ
れ
、
現
在
は
３
学
級
が
引
き
続
き

改
善
に
取
り
組
ん
で
い
る
状
況
で
す
。

問
保
護
者
へ
具
体
的
な
学
級
の
現
状
の

周
知
と
改
善
に
向
け
た
協
力
を
要
請
を

す
る
べ
き
。

教
子
ど
も
の
様
子
や
学
級
の
現
状
を
保

護
者
に
伝
え
る
こ
と
は
学
校
の
責
任
で

あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
の
上
で
、
家
庭

に
お
願
い
し
た
い
こ
と
も
伝
え
、
家
庭

と
学
校
が
協
力
し
て
子
ど
も
た
ち
を
育

ん
で
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

問
学
力
低
下
対
策
や
円
滑
な
学
級
運
営

の
た
め
に
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
。

教
学
習
や
生
活
面
で
地
域
の
方
の
お
力

を
借
り
る
こ
と
は
有
効
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
学
校
に
お
け
る
地
域
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
導
入
を
推
奨
し
、
全
て
の
児

童
生
徒
に
と
っ
て
安
全
安
心
な
学
び
の

場
を
保
障
し
て
い
き
ま
す
。

問
教
員
の
負
担
軽
減
の
た
め
、
保
護
者

対
応
の
専
門
員
を
配
置
す
る
べ
き
。

教
学
校
、
教
育
委
員
会
及
び
教
育
委
員

会
在
籍
の
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
が
連
携
し
て
対
応
す
る
体
制
を
整

え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
連
携
が
教
員

の
働
き
方
改
革
を
促
進
し
、
負
担
軽
減

に
も
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

世
帯
数
が
少
な
い
町
会
へ
の
支
援

問
町
会
運
営
維
持
困
難
地
域
の
将
来
予

測
を
作
成
す
る
考
え
は
。

市
世
帯
数
が
少
な
い
町
会
は
残
念
な
が

ら
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
運
営
が
困
難

な
町
会
の
実
態
を
把
握
し
町
会
の
合
併

等
の
検
討
を
進
め
る
た
め
に
、
将
来
予

測
を
含
め
た
進
行
管
理
に
取
り
組
む
必

要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

問
町
会
が
合
併
ま
た
は
広
域
連
携
を

行
っ
た
場
合
に
合
併
・
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
制
度
を
。

市
世
帯
数
の
少
な
い
町
会
に
は
、
合
併

が
有
効
な
手
段
の
ひ
と
つ
と
考
え
ま
す
。

他
の
自
治
体
で
は
合
併
す
る
自
治
会
等

に
合
併
支
援
金
を
支
出
す
る
例
も
あ
り

ま
す
の
で
、
参
考
の
上
、
制
度
創
設
を

検
討
し
て
い
き
ま
す
。

地域の公民館地域の公民館

子どもたちの未来のために子どもたちの未来のために
早急な対応を早急な対応を
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録画映像は
こちらから

録画映像は
こちらから

荒荒あ
ら
あ
ら

木木きき  

春春は
る
は
る

吉吉き
ち
き
ち  

議
員
議
員

渡渡わ
た
わ
た

邉邉な
べ
な
べ  

賢賢け
ん
け
ん

一一い
ち
い
ち  

議
員
議
員

　
寒
河
江
公
園
内
の
多
目
的
運
動
広
場

の
整
備
に
つ
い
て
、
県
立
寒
河
江
高
校

の
授
業
や
部
活
動
で
使
用
す
る
に
は
中

途
半
端
だ
と
感
じ
ら
れ
る
体
育
施
設
は
、

県
議
会
や
県
教
育
委
員
会
か
ら
同
意
が

得
ら
れ
る
か
疑
問
だ
。

問
リ
レ
ー
種
目
や
フ
ィ
ー
ル
ド
競
技
の

練
習
が
可
能
な
運
動
広
場
へ
の
整
備
が

期
待
さ
れ
て
い
る
が
、
整
備
に
向
け
た

考
え
は
。

市
市
民
が
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
広
場
で

あ
り
ま
す
が
、
市
が
土
地
譲
渡
を
要
望

し
て
い
る
寒
河
江
高
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
の

代
替
機
能
を
最
大
限
満
た
せ
る
よ
う
、

県
と
の
協
議
を
踏
ま
え
４
０
０
メ
ー
ト

ル
ト
ラ
ッ
ク
等
の
施
設
を
含
め
整
備
を

進
め
ま
す
。

多
目
的
運
動
広
場
の
整
備
と

ス
ポ
ー
ツ
振
興

問
１
月
６
日
の
読
売
新
聞
「
共
生
の
か

た
ち
」
は
日
本
語
指
導
が
必
要
な
児
童

生
徒
数
の
記
事
。
本
市
内
小
中
学
校
で

の
日
本
語
指
導
を
要
す
る
児
童
生
徒
の

現
況
と
今
後
の
展
望
は
。

教
外
国
籍
、
ま
た
は
、
日
本
国
籍
で
は

あ
る
も
の
の
外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
た

め
日
本
語
指
導
が
必
要
な
児
童
生
徒
は

13
人
い
ま
す
。
今
年
度
は
在
籍
校
が
増

え
る
た
め
、
日
本
語
指
導
支
援
員
を
増

員
し
３
名
体
制
で
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

問
佐
藤
前
市
長
か
ら
は
、
陸
上
競
技
場

の
別
の
場
所
へ
の
整
備
も
検
討
す
る
旨

の
回
答
を
頂
い
て
い
る
が
、
代
替
と
な

る
陸
上
競
技
場
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

市
陸
上
競
技
力
向
上
を
図
る
た
め
に
は

陸
上
競
技
場
の
整
備
は
必
要
と
考
え
て

い
ま
す
。
代
替
陸
上
競
技
場
を
新
中
学

校
施
設
整
備
の
中
で
実
現
可
能
か
、
ど

こ
ま
で
の
機
能
を
持
た
せ
る
こ
と
が
可

能
か
、
市
教
育
委
員
会
と
検
討
し
ま
す
。

問
さ
が
え
さ
く
ら
ん
ぼ
マ
ラ
ソ
ン
は
今

年
で
50
回
の
節
目
を
迎
え
る
が
、
記
念

大
会
に
ふ
さ
わ
し
い
企
画
・
運
営
を
ど

う
考
え
て
い
る
か
。

教
市
民
も
参
加
で
き
る
ラ
ン
ニ
ン
グ
ク

リ
ニ
ッ
ク
の
開
催
、
記
念
フ
ェ
イ
ス
タ

オ
ル
の
作
成
、
特
別
ゲ
ス
ト
の
追
加
招

聘
、
特
別
表
彰
な
ど
を
考
え
て
い
ま
す
。

大
会
情
報
を
随
時
発
信
し
、
参
加
者
の

増
加
や
盛
り
上
げ
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

教
育
問
題

　
１
月
12
日
の
朝
日
新
聞
教
育
欄
見
出

し
は
「
メ
ン
タ
ル
不
調
で
休
む
教
員
減

那
覇
の
対
策 

専
門
家
へ
の
相
談
や
セ

ル
フ
チ
ェ
ッ
ク 

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
」
だ
っ

た
。
続
い
て
「
同
市
は
、
文
部
科
学
省

の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
調
査
研
究
事

業
の
対
象
」
と
「
何
が
功
を
奏
し
た
の

か
」
と
の
文
言
。

問
本
市
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
不
調
教
員

の
現
況
と
そ
の
対
応
策
は
。

教
６
年
度
と
７
年
度
で
精
神
疾
患
に
よ

り
１
カ
月
以
上
仕
事
を
休
ん
だ
小
中
学

校
教
員
は
30
～
40
代
に
数
名
い
ま
す
。

学
校
の
こ
と
を
心
配
せ
ず
に
休
め
る
よ

う
、
ま
た
、
職
場
復
帰
後
の
負
担
軽
減

を
図
る
よ
う
配
慮
し
て
い
ま
す
。

日本語指導支援員による日本語指導支援員による
親密な授業の様子親密な授業の様子

歴史ある市陸上競技場歴史ある市陸上競技場
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議会日誌
　寒河江市議会はさまざまな分野について日々調査・研究を行っております。

　今回は各委員会での意見交換会の状況についてお伝えします。

　
総
務
産
業
常
任
委
員
会
で
は
、
各
種
観

光
関
連
団
体
と
意
見
交
換
会
を
実
施
し
ま

し
た
。
最
前
線
で
観
光
客
と
接
す
る
皆
様

な
ら
で
は
の
現
場
の
声
を
頂
戴
し
、
本
市

の
観
光
振
興
に
係
る
現
状
や
課
題
を
認
識

し
ま
し
た
。

　
頂
い
た
意
見
を
基
に
、
要
望
事
項
を
市

担
当
課
長
へ
伝
達
い
た
し
ま
し
た
。
主
な

要
望
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①�

横
断
的
な
観
光
情
報
発
信
・
案
内
機
能

の
一
元
化
と
強
化

②�

二
次
交
通
制
度
の
拡
充
に
よ
る
周
遊
性

の
向
上

③�

観
光
振
興
策
を
継
続
的
に
協
議
す
る
場

の
設
置
の
検
討 

　
観
光
振
興
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
要
望
を
伝
達

各種観光関連団体との各種観光関連団体との
意見交換会意見交換会

　
厚
生
文
教
常
任
委
員
会
で
は
、
市
内
の

各
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
皆
様
と
意
見
交

換
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
意
見
交
換
で
は
、
各
ク
ラ
ブ
の
児
童
数

等
を
踏
ま
え
た
受
入
れ
体
制
の
整
備
や
市

担
当
課
の
相
談
窓
口
体
制
に
関
す
る
こ
と
、

近
年
の
猛
暑
な
ど
に
よ
る
屋
外
で
の
活
動

が
制
限
さ
れ
る
状
況
を
踏
ま
え
た
子
ど
も

た
ち
の
活
動
機
会
の
確
保
な
ど
を
は
じ
め
、

多
く
の
ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。
当
委
員

会
で
は
、
頂
い
た
意
見
を
基
に
要
望
書
を

ま
と
め
、
市
担
当
課
長
へ
伝
達
い
た
し
ま

し
た
。

　
今
後
も
子
育
て
施
策
の
発
展
に
貢
献
で

き
る
よ
う
活
動
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

　
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
要
望
を
伝
達

野口委員長から子育て推進課長へ野口委員長から子育て推進課長へ
要望事項を伝達要望事項を伝達

意見交換の様子意見交換の様子

　
議
会
改
革
・
活
性
化
検
討
委
員
会
で
は

こ
れ
か
ら
の
寒
河
江
市
議
会
の
在
り
方
に

つ
い
て
、
市
民
の
皆
様
と
共
に
考
え
る
た

め
に
意
見
交
換
会
を
実
施
し
ま
し
た
。
意

見
交
換
で
は
、
初
め
に
「
も
し
自
分
が
議

員
に
な
っ
た
ら
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
議

員
に
な
っ
た
ら
実
現
し
て
み
た
い
こ
と
を

お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
「
活

動
を
続
け
る
に
は
」
に
テ
ー
マ
を
変
え
、

働
き
方
や
議
員
報
酬
な
ど
を
中
心
に
意
見

を
頂
き
ま
し
た
。

　
頂
い
た
意
見
は
今
後
の
議
会
の
在
り
方

等
を
検
討
す
る
際
の
重
要
な
資
料
と
な
り

ま
す
。
多
く
の
方
か
ら
ご
参
加
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

　
市
議
会
の
今
後
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
意
見
交
換
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議会日誌
　寒河江市議会はさまざまな分野について日々調査・研究を行っております。

　今回は各委員会での意見交換会の状況についてお伝えします。

　寒河江市議会では、本市のみらいを担う高校生と意見交換会を実施しました。
　意見交換は、寒河江高校生徒会19名と市議会議員10名が参加し、３つのテーマごとにテーブル
を分けて実施し、高校生たちが学校生活や日常の中で感じている課題やまちづくりに関する率直
な意見を伺うことができました。
　今回は、意見交換で出された意見の一部をお伝えします。

個
別
テ
ー
マ
②
「
ま
ち
づ
く
り
」

※
今
後
、
大
き
く
変
化
し
て
い
く
寒
河

江
市
が
、
ど
の
よ
う
な
ま
ち
に
な
れ
ば

よ
い
で
し
ょ
う
か
？

■
中
心
市
街
地
、
寒
河
江
駅
周
辺
を
活

性
化
さ
せ
て
、
中
高
生
で
も
入
り
や
す

い
飲
食
店
を
増
や
す

■
子
ど
も
の
視
点
で
も
便
利
な
ま
ち
を

目
指
す

■
市
内
の
各
拠
点
を
繋
ぐ
交
通
手
段
を

確
保
す
る

■
商
業
施
設
、
娯
楽
施
設
の
誘
致

テ
ー
マ
③
「
観
光
」

※
寒
河
江
市
の
豊
富
な
観
光
資
源
を
活

用
し
て
観
光
客
を
増
や
す
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
な
取
組
が
効
果
的
で
す
か
？

■
著
名
人
を
観
光
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
と
し

て
招
聘
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
魅
力
を
発
信

■
中
高
生
が
地
元
飲
食
店
、
菓
子
店
と

協
力
し
、
さ
く
ら
ん
ぼ
や
地
元
の
素
材

を
活
用
し
た
「
寒
河
江
限
定
メ
ュ
ー
」

を
開
発

■
フ
ル
ー
ツ
、
慈
恩
寺
等
の
市
の
観
光

資
源
を
連
携
さ
せ
た
企
画

■
商
業
施
設
、娯
楽
施
設
等
を
誘
致
し
、

交
流
人
口
を
増
や
す
と
と
も
に
滞
在
時

間
を
延
ば
す

■
駅
や
公
共
施
設
等
に
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

活
用
し
た
観
光
情
報
発
信

　
寒
河
江
高
校
生
徒
会
の
皆
さ
ん
、
貴

重
な
意
見
を
聴
か
せ
て
い
た
だ
き
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
議
員
に
と
っ
て
も
、
自
分
た
ち
と
異

な
る
視
点
を
持
つ
若
者
た
ち
と
世
代
を

超
え
た
対
話
を
行
う
こ
と
の
重
要
性
を

再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

意
見
交
換
会
全
体
の
共
通
テ
ー
マ

「
寒
河
江
市
の
み
ら
い
の
た
め
に
実
現

し
た
い
こ
と
」

個
別
テ
ー
マ
①
「
若
者
の
活
躍
」

※
寒
河
江
市
が
も
っ
と
若
者
の
力
を
取

り
入
れ
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
取
組

を
し
た
ら
よ
い
で
す
か
？

■
中
高
生
が
寒
河
江
市
（
地
元
）
を
知

る
機
会
を
増
や
す

■
寒
河
江
の
イ
ベ
ン
ト
や
各
種
活
動
へ

参
加
で
き
る
機
会
を
増
や
す

■
働
く
場
を
確
保
（
Ｉ
Ｔ
企
業
を
誘
致

す
る
等
）
す
る

■
若
者
が
集
え
る
場
所
の
整
備
、
施
設

の
誘
致 

寒河江高校生徒会
寒 河 江 市 議 会 意見交換会と

の

寒河江のみらいを
担う若者に聞く！
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Pickup!

Pickup!

議会基本条例の

達成状況を検証をしました
　寒河江市議会では、議会の果たすべき役割や責任を認識し市民の負託に応えるため、
平成25年３月に「寒河江市議会基本条例」を制定しました。
　制定後も「この条例の目的が達成されているかどうかを検証する」としており、４年
毎に本条例の達成状況および今後の取り組みについて、議会改革・活性
化検討委員会にて検証を行います。その検証の結果と評価を取りまと
め、令和８年３月19日本市議会全員協議会において検証結果報告を行い
ました。（検証した全条項については、議会ホームページをご参照ください）

1　評価の結果（全47項目）
Ａ：達成（おおむねその目的を達成したもの）

Ｂ：一部達成（一部その目的を達成したもの）

Ｃ：未達成（目的を達成できなかったもの）

－：対象外（検証の対象外）

１：現行（条文に従い、これまでどおり取り組むとともに、向上に努める。）

２：検討（達成に向けて新たな取り組みを検討する。）

３：改正（条文の改正を検討する。）

－：対象外（検証の対象外）

30項目

３項目

０項目

14項目

2　評価後の取り組み（全47項目）
31項目

２項目

０項目

14項目

上記の検証結果を踏まえ、議会基本条例第23条第２項の規定に
基づく適切な措置として、今後、次の事項を講じてまいります。

２．議員定数及び議員報酬については、持続可能な議会活動を実現するために
　　意見交換会や議会報告会等で市民の意見を広く聴取する。

１．議員の政策形成及び立案能力の向上を図るために、ＡＩを含めたインター
　　ネット等の情報技術を積極的に活用する。

【根拠条例】第19条第２項：議員が提案する議員定数又は議員報酬の改正に当たっては、行財政改革
の視点及び他市との比較だけではなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮
するとともに、市民の意見を聴取するため、公聴会制度、参考人制度等を十分に活用するものとす
る。

【根拠条例】第16条第２項：議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、図書の充実に
努めるものとする。
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Pickup!

Pickup!

議会基本条例の

達成状況を検証をしました
　寒河江市議会では、議会の果たすべき役割や責任を認識し市民の負託に応えるため、
平成25年３月に「寒河江市議会基本条例」を制定しました。
　制定後も「この条例の目的が達成されているかどうかを検証する」としており、４年
毎に本条例の達成状況および今後の取り組みについて、議会改革・活性
化検討委員会にて検証を行います。その検証の結果と評価を取りまと
め、令和８年３月19日本市議会全員協議会において検証結果報告を行い
ました。（検証した全条項については、議会ホームページをご参照ください）

1　評価の結果（全47項目）
Ａ：達成（おおむねその目的を達成したもの）

Ｂ：一部達成（一部その目的を達成したもの）

Ｃ：未達成（目的を達成できなかったもの）

－：対象外（検証の対象外）

１：現行（条文に従い、これまでどおり取り組むとともに、向上に努める。）

２：検討（達成に向けて新たな取り組みを検討する。）

３：改正（条文の改正を検討する。）

－：対象外（検証の対象外）

30項目

３項目

０項目

14項目

2　評価後の取り組み（全47項目）
31項目

２項目

０項目

14項目

上記の検証結果を踏まえ、議会基本条例第23条第２項の規定に
基づく適切な措置として、今後、次の事項を講じてまいります。

２．議員定数及び議員報酬については、持続可能な議会活動を実現するために
　　意見交換会や議会報告会等で市民の意見を広く聴取する。

１．議員の政策形成及び立案能力の向上を図るために、ＡＩを含めたインター
　　ネット等の情報技術を積極的に活用する。

【根拠条例】第19条第２項：議員が提案する議員定数又は議員報酬の改正に当たっては、行財政改革
の視点及び他市との比較だけではなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮
するとともに、市民の意見を聴取するため、公聴会制度、参考人制度等を十分に活用するものとす
る。

【根拠条例】第16条第２項：議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、図書の充実に
努めるものとする。

　当市議会では、議会だよりに関する読者の声をお寄せいただき紙面の改善を図るため、議会
だよりモニター制度を設けています。今回は、令和7年度議会だよりモニター10名の方から頂
いたご意見の一部を議会広報委員会からの回答とともに紹介いたします。

　この度、議会広報委員会では、市議会だより「Letter」をより分か
りやすく、親しみやすい広報誌にしていくため、「Letter」に対する
市民の皆様からのご意見を広く募集するアンケートフォームを新たに
開設しました。
　「読みやすさ」「掲載内容へのご意見」「今後取り上げてほしい
テーマ」など、率直な声をお聞かせください。皆様から頂いたご意見
は今後の紙面づくりの参考とさせていただきます。

【回答方法】
　右記二次元コードを読み取り、
　アンケートフォームにアクセスしてください。

　皆様からの声を委員一同心よりお待ちしております。
　　※当市議会からアンケートに対する回答等は致しませんのでご了承ください。

�モ将来の寒河江市の姿を描くため、若者の
　意見・要望を聞く機会を設けてほしい。
　これからの寒河江市を担っていく若者の
　思いを聞いてみたい。
議議会広報委員会では議会だよりの編集・
　発行のほか、広聴活動にも力を入れて活
　動しています。市民の皆さんから広く意
　見を聴取し、議員活動に活かしています。
　その経過を議会だよりでもご報告できる
　よう検討してまいります。
�モ議員のそれぞれの活動や考えを知りたい。
議議会だよりでは、議会で議論となったこ
　とや皆さんにお伝えしたいことをピック
　アップして掲載しています。読者の皆さ
　んが興味を持つ記事は何なのか、市民目
　線での編集に努めてまいります。
�モ�写真はカラーのほうが映えるのではない
　か。
議��昨年度までは原則、表紙・裏表紙のみカ

ラーとしていましたが、今年度から新た
な試みとして、紙面内の一部にカラーを
採用しています。引き続き幅広い層の
方々が見やすい紙面づくりに努めてまい
ります。

モ特集の対象団体の選定理由を教えてほし
　い。市議会として取り上げる目的は。
議�市内で活躍する各種団体について、議会

広報委員が会議で意見を出し合って決定
しています。活力ある取り組みに読者の
皆さんが興味を持っていただくことで、
本市の発展につながると考えます。

モはじめて掲載された「議会まめ知識」に
　ついて、議会で用いられる言葉は専門的
　なものが多い。議会の理解を図るために
　はいい試みだと思う。
議ありがとうございます。ご指摘のとおり、
　議会では専門用語が多く使用されます。
　議会を身近に感じていただけるよう、よ
　り分かりやすい表現・説明を用いながら
　編集作業を行ってまいります。

議会だよりモニター の 声

アンケートフォーム を 新設 しました！
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日 月 火 水 木 金 土
5/
17

18 19 20 21
招集告示

22 23

24 25
請願・陳情
締切日

26
議会運営委員会

27 28 29
本会議

（議案説明）

30

31 6/1
議案調査日

2
議案調査日

3
本会議

（一般質問）

4
議案調査日

5
本会議

（一般質問）

6

7 8
本会議(質疑)、
予算特別委員会、
委員会・分科会

9
議案調査日

10
議案調査日

11
委員会・分科会

12
事務処理日

13

14 15
事務処理日

16
事務処理日、
議会運営委員会

17
予算特別委員会、
本会議（採決）

18 19 20

６月定例会の日程（予定）

編 集 後 記

議会広報委員会　太田 芳彦

傍聴を希望される皆様へ
　開会時間はいずれも午前９時30分です。日程が変更になる
場合や傍聴をご遠慮いただく場合があります。

請願・陳情の締め切り
　６月定例会の請願・陳情は「５月25日(月)正午まで」に議
会事務局へご持参ください。

　令和８年度を迎えて第１回定例会後の「Letter」
を発行しました。慌ただしい正月も過ぎ、３月19日
には第１回定例会も無事に閉会し、令和８年度一般
会計当初予算は242億円で対前年度比７億3000万円
（3.1％増）の過去最大の予算額となりました。
　本年は丙午の年にあたり、古代では生活の要であ
り、健康や豊作、発展の象徴とされていますので、
私たちも馬にあやかって、この１年を健康で元気に
過ごしてまいりたいと思っているところです。私た
ち８名の広報委員も委員長を中心に活動を続けてお
ります。読者である市民の皆様に楽しく読んでいた
だけているのか心配している面もありますが、広報
委員全員で真心込めて「Letter」を作っていきます
ので、これからもご愛読よろしくお願いいたします。

より近くに
時代に合わせた発信

市議会ホームページを
見てみませんか

寒河江市議会
ホームページ

寒河江市議会では、ＳＮＳによる情報発信を行っ
ております。
いいね！やフォロー、よろしくお願いします。

　寒河江市議会では「開かれた議会」を実現するため、
ホームページで議案書等の公開や本会議等のインター
ネット中継を行っています。市議会の活動や市政の状況
を知ることができますので、ぜひご活用ください。
　ご不明な点については、議会事務局へお問い合わせく
ださい。
○議会事務局
　０２３７－８５－１８９９

＠sagae.gikai ＠sagae_gikai ＠sagae_gikai

議 会 まめ 知 識

　市議会で審議する内容は、とても広
範で複雑です。そのような中、議案す
べてを議員全員が出席する本会議で細

かく審査することは困難となっています。そ
のため、少人数の議員で構成し、議案を専門
的・効率的に審査するために設置されている
のが『常任委員会』です。また、議案の審査
以外においても、それぞれが担当する分野の
調査研究を委員会として実施しています。
　寒河江市議会では、2つの常任委員会（下
記）が設置されており、議員は必ずいずれか
の委員会に所属しています。

常任委員会 って何？Q
A

● 総務産業常任委員会（委員長：月光裕晶議員）
● 厚生文教常任委員会（委員長：野口康一郎議員）

16LetterLetter2026.05.15


